
建築事務所の 
開設者 

建築士事務所の 
管理建築士等 

発注担当課 
※建築住宅課等の業務担当に説明、提出を
お願いする場合があります。 

契約締結前に「重要事項説
明書*A」「法第22条の3の3
に定める記載事項*B」をそ
れぞれ2部作成 

建築士免許証等を提示の
上「重要事項説明書*A」
を交付して説明する 
「法第22条の3の3に定
める記載事項*B」も提出 

「重要事項説明書*A」「法第
22条の3の3に定める記載事
項*B」の受理 

①それぞれ*A*B２部提出 
従事することとなる建築士の 
免許証等を添付 

③「法第22条の3の3
に定める記載事項*B」
を契約書の一部とし
て添付 

契約書に記名・押印 
④契約書の相互交付 

②「重要事項説明書*A」 
 1部返却 

契約書に記名・押印 

建築物の設計、工事監理に係る契約手続きについて 
由利本荘市総務部契約検査課 

１．背景 
 平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」（平成26年法律第92号）により、延
べ面積が300㎡を超える建築物に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書
面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。 
 これを受け、由利本荘市が当事者となる場合の同法第22条の3の3の規定による書面契約及び同法第24条
の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしました。 

２．手続きの流れ  《落札通知した日から5日以内(休日を除く)の契約が必要です》 

 ①設計又は工事監理業務の契約を締結する前に、受託予定者は、本市に対し、同法第24条の7の規定によ   
 る重要事項説明を行ってください。 
 ②設計又は工事監理業務の契約を締結する際に、本市と受託者は、同法第22条の3の3の規定による書面  
 契約を行います。 

３．対象となる業務  延べ面積に関わらず、全ての設計又は工事監理業務契約を対象とします。(修繕含む) 

４．同法第２４条の７の規定による重要事項説明について 
 ①受託予定者は契約締結前に、重要事項説明書を2部作成します。説明する建築士はその重要事項説明書 
 に記名・押印の上、発注担当課又は業務担当課（以下「発注担当課等」という。)に説明を行い、説明後 
 2部提出してください。 
 なお、説明時は、建築免許証（建築士免許証明書）を提示してください。 
 ②発注担当課等は、説明を受けたあと、受付印を押印の上、その場で1部説明した建築士に返却します。 

５．同法第２２条の３の３の規定による書面契約について 
 ①受託予定者は契約締結前に、書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を重要事項説明書提出にあわ 
 せて、発注担当者等に2部提出してください。書面には従事することとなる建築士の建築士免許証（建築 
 士免許証明書）の写しを添付してください。 
 ②契約担当課では、提出された書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を契約書の一部として添付し、 
 契約締結を行います。 
 ③契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、発注者と受託者が協議の上、速やかに行うこととしま 
 す。 

６．適用時期  平成２８年４月1日以降に入札公告又は指名通知を行うものから適用します。 

◆手続きの流れ 
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